
次の案件について、パブリック・コメントを行います。｢パブリック･コメント手続制度｣は、市

の主要な施策や事業の立案を行う際に、案を広く公開し、意見や情報をできる限り反映させる制

度です。実施期間中は市公式ホームページ、市役所本所・各支所、各公民館、各図書館で案を閲

覧できます。(市ホームページ⇒｢パブリック・コメント｣で検索)

皆さんのご意見、ご提案をお聞かせください。

案の趣旨

笠間市第2次総合計画は本市の目指す将来像｢文化交流都市 笠間～未来への挑戦～｣の実現に向

けて、総合的かつ計画的な行政運営を行い、効率的な施策や事業を展開するため策定しています。

今回、前期施策アクションプランが令和 3年度に終了となることから、後期 5年間(令和 4 年

度から令和 8年度)において将来像の実現に向けた取り組みを強化するため、｢44 の施策｣の基本

的な方向性と取り組みの内容を定める後期施策アクションプランを策定します。

提出先・問 企画政策課(内線 555) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

FAX 0296-77-1324 メール info@city.kasama.lg.jp

意見募集期間 2 月 4日（金）～23 日（水・祝）

案の趣旨

第 3次笠間市行財政改革大綱の計画期間(平成 29 年度～令和 3年度)が、令和 3年度で終了する

ことから、今後の市の行財政改革の方向性や考え方を示す指針として、第 4次大綱を策定するも

のです。

提出先・問 総務課(内線 204) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

FAX 0296-78-0162 メール info@city.kasama.lg.jp

意見募集期間 2 月 9日（水）～28 日（月）

意見の提出方法 窓口で直接または郵便、FAX、メールで提出してください(書式自由）。

※いただいたご意見は、市からの回答とともに市ホームページに掲載します。

⑩ 皆さんの意見をお聞かせください

～パブリック・コメント手続き制度～

案件名 笠間市第 2次総合計画後期施策アクションプラン（原案）

案件名 第 4次笠間市行財政改革大綱（案）

令和4年 2月 3日 第 3 ｰ 21号

９ぺージ
2022-0203

笠間市公式 LINE
生活に役立つ情報をお届けします。

笠間市には、市の政策および方針決定の場である審議会委員などに女性候補者を選ぶ際、人材

情報として活用することを目的とした男女共同参画人材バンク登録制度があります。

あなたの得意分野、関心があることを市政に活かしてみませんか。随時受付けしていますので、

ぜひご応募ください。

応募資格 20 歳以上の女性で、市内在住・在勤または市内の団体に所属する方

問 秘書課(内線 224）

男女共同参画人材バンクへの登録者を募集しています


